
 - 1 - 

別紙 

 

委託業務仕様書 

 

１ 委託業務の目的 

  当町では岐阜関ケ原古戦場記念館 を核に史跡周遊を推進してきた結果、一定の誘客効果が見られ 

る一方、決戦地や石田三成陣地を含む史跡等における更なる滞在・周遊促進が課題となっている。 

本事業では、この課題解決に向けて令和６年度に策定した笹尾山周辺整備基本計画に基づき、将来 

の全面供用開始を見据え、誘客促進のための屋外でのソフト事業等を実施することで、明らかとなっ  

た課題や改善点を整理し、今後の整備内容へ反映することを目的とする。 

 

２ 委託業務名 

  笹尾山周辺整備に向けた誘客促進事業委託業務 

 

３ 委託業務期間 

  契約締結日～令和９年２月１２日（金） 

 

４ 委託業務内容 

・ 笹尾山周辺整備基本計画（関ケ原町ＨＰ掲載）を踏まえ、整備後に想定される屋外ソフト事業

や誘客促進事業を実施すること。 

・ 本業務においては、ＪＲ関ケ原駅または岐阜関ケ原古戦場記念館と笹尾山周辺を結ぶ二次交通

実証実験を必須事業として実施すること。なお、実施内容、運行形態、実施日等については、

町と協議のうえ決定するものとする。 

・ そのほか、笹尾山をバックにした野外講演会、抜刀・弓矢・乗馬などの体験イベント、写生・写

真コンテスト等が考えられるが、これらは一例であり、笹尾山周辺整備基本計画の趣旨を踏ま

えたうえで、受託者の企画提案によるものであれば、事業の種類は問わない。 

・ 委託業務期間内において、二次交通実証実験を含む異なる内容の事業を３事業以上実施するこ

ととし、実施日は異なる３日以上とする。なお、日程については関ケ原町と協議のうえ決定す

ること。 

・ 委託費の中に事業実施に必要な広報媒体に係る費用は全て含むこと。 

・ メディアへの取材依頼や、Web 等(関ｹ原観光ガイド HP､X､Facebook､Instagram)での告知につい

ては、町や観光協会と連携し、積極的なＰＲを行うこと。  

・ 各事業実施時には参加者アンケートを取ったうえで、事業完了時に、実施事業の効果検証とし

て、実施内容及び参加者数、来訪者動線、滞在状況等の分析のほか、笹尾山周辺整備に向けた

課題及び今後の実施設計・管理運営への提案を含んだ実績報告書を提出すること。 

 

５ 委託上限額 

  ３，７００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

６ 業務実施体制等 

（１）業務実施責任者 

① 本委託業務を指揮する業務実施責任者を配置すること。 

② 業務実施責任者は、企画立案、調査研究等のほか、業務従事者を十分指導して業務を安全か 
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  つ円滑に実施できるように管理すること。 

③ 業務実施責任者は、町との連絡を密に行い業務を進め、遅延なく業務が遂行できるよう人員、 

体制の確保を行うこと。 

④ 経費、業務内容など町から報告を求められた際には速やかに対応すること。 

⑤ 業務実施責任者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこと。 

⑥ 受託者は、契約締結後速やかに、業務実施責任者の氏名等を町に通知すること。 

  

７ 業務実施状況の報告 

 受託者は、実施計画等の作成時に町へ報告及び協議すること。 

 

８ 業務完了後の提出書類 

  本業務完了後、７日以内に以下の書類を提出すること。 

  （１）実績報告書 

  （２）委託業務完了届 

 

９ 支払い条件等 

  （１）業務開始以降について、本業務に係る経費を支払うものとする。 

  （２）本業務の遂行上、必要がある場合には受託者は概算払いを請求することができる。 

（３）本業務を実施するうえで必要な機器や物品等の備品購入は認められないものとする。原則と 

   して、リースあるいはレンタルでの対応とする。 

   

10 業務の適正な実施に関する事項 

    （１）業務の一括再委託の禁止 

     受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできな

い。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認めるときは、町と協議のうえその一部を委

託することができる。  

    （２）個人情報の保護 

     受託者は、本業務を履行するうえで個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法

律（平成 15 年法律第 57 号）及び別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならな

い。 

    （３）守秘義務 

        受託者は、本業務を履行するうえで、知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のため

に利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

  （４）著作権等に関すること 

別記２「著作権等取扱特記事項」によること。 

 

11 その他 

  （１）本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進め 

るものとする。 

  （２）契約締結後、速やかに業務実施に係る計画書（実施内容、スケジュール等を記載）を作成し、 

関ケ原町の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、関ケ原町や関係団体と十分協議 

したうえで行うこと。 



 

別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。 

 （収集の制限） 

第２ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確に

し、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

２ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は

本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、町の承諾が

あるときは、この限りでない。 

 （目的外利用・提供の制限） 

第３  受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に

利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、町の承諾があるときは、この限りでない。 

 （漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

 （廃棄） 

第５ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要が

なくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

  （秘密の保持） 

第６ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせて

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

  （複写又は複製の禁止） 

第７ 受託者は、この契約による事務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資

料等を複写又は複製してはならない。ただし、町の承諾があるときは、この限りでない。 

  （事務従事者への周知） 

第８ 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による

事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 

  （再委託の禁止） 

第９ 受託者は、この契約による事務については、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただ

し、町の承諾があるときは、この限りでない。 

  （資料等の返還等） 

第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために、町から提供を受け、又は受託者自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに町に返還し、又は引

き渡すものとする。ただし、町が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

  （立入調査）                                               

第 11 町は、受託者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時

調査することができる。 

  （事故発生時における報告） 

第 12 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速

やかに町に報告し、町の指示に従うものとする。 



 

 

別記２           

著作権等取扱特記事項 

 （著作者人格権等の帰属） 

第１ 成果物が著作権法（昭和 45年法律第 48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」とい

う。）に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利（以下「著作者人

格権」という。）及び同法第 21条から第 28条までに規定する権利（以下「著作権」という。）は受託者に帰属

する。 

２ 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権

及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）は、提供した者に帰属する。ただし、町又は

受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。 

 （著作権の譲渡） 

第２ 成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（同法第 27条及び第 28条に規定

する権利を含む。）を当該著作物の引渡し時に町に譲渡する。 

２ 成果物の作成のために受託者が提供した成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場

合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権（同法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）を

当該著作物の引渡し時に町に譲渡する。 

一 原稿 

二 原画 

三 写真 

四 地図 

五 イラスト 

３ 前二項に関し、次のいずれかの者に成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真、地図、イラストその他

の素材（以下「成果物等」という。）の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその

者との書面による契約により当該著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を受託者に

譲渡させるものとする。 

 一 受託者の従業員 

 二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員 

４ 第１項及び第２項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

（著作者人格権） 

第３ 受託者は、町に対し、成果物等が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。 

２ 町は、成果物等が著作物に該当する場合において、当該成果物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改

変をすることはできない。 

（保証） 

第４ 受託者は、町に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証

するものとする。 

（成果物等の電子データが入った納入物の提供） 

第５ 受託者は、町に対し、成果物等の電子データ（JPEG形式または Adobe Illustrator形式及び PDF形式）を

当該成果物等の引き渡し時に引き渡すものとする。 

２ 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

３ 第１項の成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該成果物の引渡し時に町に移転する。 


